
開始日 施設名

1月5日㈮

大沢の里水車経営農家、出山横穴
墓群８号墓保存・公開施設

コミュニティセンター（井口・連雀）

星と森と絵本の家

芸術文化センター、太宰治文学サ
ロン、三鷹市公会堂、三鷹市美術
ギャラリー、みたか井心亭
※山本有三記念館は改修工事のため

3月下旬まで休館。

1月9日㈫
移動図書館ひまわり号

SUBARU総合スポーツセンター
プール

　１世帯が１回に出せるごみの量は、燃やせるごみ・
燃やせないごみは市の指定収集袋で120ℓ分まで、そ
のほかのごみは45ℓ相当の袋で３袋までです。それ以
上は多量ごみになるため、事前に粗大ごみ受付センター
へ申し込み（有料）が必要です。

※1月1日㈷のペットボトル（中原、新川1・4・5丁目）、空きびん・空き缶（井の頭）は1月29日㈪に振り替えます。 
※1月2日㈫のペットボトル（下連雀5～9丁目、新川6丁目）、空きびん・空き缶（上連雀6～9丁目、野崎1丁目）は

1月30日㈫に振り替えます。 
※1月3日㈬の燃やせないごみ（下連雀、新川6丁目、牟礼、上連雀、野崎1丁目）、ペットボトル（北野、新川2・3

丁目）、空きびん・空き缶（上連雀1～5丁目）は1月31日㈬に振り替えます。

　自動交付機とコンビニエンスストアでの証明書交
付サービスも1月4日から開始します。戸籍の届け出
(出生・死亡・婚姻など)は市役所休日・夜間窓口で
毎日受け付けます。

◆下記の施設は開始日が異なります

◆粗大ごみ・多量ごみの申し込み
粗大ごみ受付センター☎03-5715-1212（月～土曜日

午前8時～午後7時。年始は4日㈭から）・ https://
www.tokyosodai.jp/mitaka/（24時間）へ（先着制）	

市指定収集袋で出してください プラス
  チック類・
有害ごみ

ペット
ボトル

空きびん・
空き缶

  古紙（新聞・
 

古着類
燃やせる

ごみ
燃やせない

ごみ
下連雀1～4丁目 4日㈭ 17日㈬ 9日㈫ 12日㈮ 5日㈮ 5日㈮
下連雀5～9丁目、新川6丁目 4日㈭ 17日㈬ 5日㈮ 16日㈫ 9日㈫ 9日㈫
牟礼全域 4日㈭ 17日㈬ 10日㈬ 5日㈮ 12日㈮ 9日㈫
井の頭全域 5日㈮ 10日㈬ 10日㈬ 8日㈷ 15日㈪ 4日㈭
中原全域、新川1・4・5丁目 5日㈮ 10日㈬ 4日㈭ 15日㈪ 8日㈷ 8日㈷
北野全域、新川2・3丁目 5日㈮ 10日㈬ 4日㈭ 17日㈬ 10日㈬ 8日㈷
上連雀1～5丁目 4日㈭ 17日㈬ 9日㈫ 10日㈬ 17日㈬ 5日㈮
上連雀6～9丁目、野崎1丁目 4日㈭ 17日㈬ 5日㈮ 9日㈫ 16日㈫ 10日㈬
井口全域、深大寺全域
野崎2・3丁目、大沢3丁目 5日㈮ 10日㈬ 8日㈷ 4日㈭ 11日㈭ 4日㈭

野崎4丁目、大沢1・2・4～6丁目 5日㈮ 10日㈬ 8日㈷ 11日㈭ 4日㈭ 10日㈬

ごみの種類
地区

段ボール・雑紙）・

年始のごみ収集開始日をご確認ください 市役所と市の施設は
1月4日㈭からサービスを
開始します

ごみ対策課☎内線2533

①休日診療所（内科・小児科）
　午前10時～11時45分、午後1時～4時30分、午後6時～9時30分
②小児初期救急平日準夜間診療所（こども救急みたか）
　午後7時30分～10時30分（受付は10時まで）

①②はいずれも三鷹市医師会館（野崎1-7-23）　☎24-8
ハ イ キ ュ ウ キ ュ ウ

199
③休日歯科応急診療所
　三鷹市総合保健センター（新川6-37-1元気創造プラザ2階）　☎46-3234
　午前10時～午後0時15分、午後1時30分～4時
④休日調剤薬局
　三鷹市医薬品管理センター（上連雀7-4-8）　☎49-7766　
　午前10時～午後4時30分、午後6時～9時30分
⑤医療機関案内（24時間）
　◆三鷹消防署　☎47-0119
　◆東京消防庁救急相談センター
　　短縮ダイヤル#7119（プッシュ回線のみ）
　　☎042-521-2323（多摩地区）　☎03-3212-2323（23区）　
　◆東京都保健医療情報センター（ひまわり）
　　☎03-5272-0303　 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
⑥市内救急指定病院
　◆�杏林大学医学部付属病院（新川6-20-2）　☎47-5511
　◆野村病院（下連雀8-3-6）　☎47-4848
　◆�三鷹中央病院（上連雀5-23-10）　☎44-6161
※①③④の受け付けは、日曜日・祝日・年末年始です。

　年始（1月3日㈬まで）も診療しています（②は4日㈭から）。受診の際は、 
必ず健康保険証をお持ちください。

休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
総合保健センター☎46-3254

『三鷹市駐輪場整備運営基本方針（仮称）』
（素案）のパブリックコメントを実施します

道路交通課☎内線2883
　市では、平成23年7月に『三鷹市駐輪場整備基本方針』を策定しましたが、その後の社
会状況の変化などから、駐輪場の整備や適切な利用の推進など、これまで以上に安定
的・効率的な駐輪場の運営が求められています。このため、既存の方針を改定し、新た
に『三鷹市駐輪場整備運営基本方針（仮称）』を策定するに当たり、市民のみなさんからの
ご意見を募集します。
◆『三鷹市駐輪場整備運営基本方針（仮称）』（素案）の概要
　これまでの駐輪場整備・運営に関する取り組みや背景などを踏まえ、「整備」「運営」

「システム」の3点を基本として、駐輪場をより効率的に運営することを目的としていま
す。具体的には、駐輪場の再配置や利用料金の適正化など、今後の駐輪場の整備・運営
に関する施策の方向性を定めるものです（3月下旬策定予定）。
※方針（素案）の全文は、1月10日㈬から市ホームページでご覧になれるほか、同課（市役

所5階51番窓口）、相談・情報課（市役所２階）、市政窓口、市民協働センター、コミュ
ニティセンターで配布します（市立図書館でも閲覧可）。

◆みなさんのご意見をお寄せください
　1月10～30日㈫（必着）に、住所・氏名・電話番号（団体の場合は、所在地・団体名・
代表者の氏名・電話番号）を直接または郵送、ファクス、電子メールで「〒181-8555
道路交通課」・ 48-0975・ doro@city.mitaka.tokyo.jpへ

パブリックコメント
　市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民のみなさんから意
見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定すること。

　平成30（2018）年は、明治元（1868）年から起算
して満150年に当たります。
　政府では、「明治150年」を節目として、改めて明
治期を振り返り将来につなげていくため、地方公
共団体や民間企業とも協力し、全国でさまざまな
取り組みを推進しています。事業の内容やイベン
トカレンダーなど、くわしくは「明治150年」ポー
タルサイト http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
meiji150/portal/をご覧ください。

明治の歩みを
つなぐ、つたえる

　一斉受付期間中の申込者を対象に、1次選考の結果通知を2月上旬に発送します（電話での問い合わせは不
可）。

　各保育園の2次募集の状況は、2月2日㈮から市ホームページと同課に掲示します。
①新たに新年度入園を申し込む方、②一斉受付期間中に申し込み済みで希望園を変更したい方
①1月22日㈪、②2月5日㈪から、いずれも2月15日㈭午後5時までに同課へ

※1次選考で内定しなかった方は、希望園で追加募集があった場合は自動的に2次選考の対象になります（申
し込み不要）。

※2次募集の内定通知は、3月9日㈮ごろに発送します。

企画経営課☎内線2114

保育園などの1次選考内定者の公表と2次募集
子ども育成課（市役所4階45番窓口）☎内線2732

■入園内定者の公表■4月1日入園内定者の公表

■2次募集の受付（①新規、②希望園の変更）■2次募集の受け付け（①新規、②希望園の変更）
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市外局番「0422」は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ「各課ご案内」から確認いただけます。

※はがき・ファクス・電子メールによる申込は7面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。


